
















　三浦商工会議所では、日頃忙しく働かれる事業主や従業員の方々の健康管理にお役立ていただける

ように、「生活習慣病健診」（簡易人間ドッグ）並びに「定期健康診断」を実施いたします。

　この健診は、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断に対応できますので、職場の健康管理にも最

適です。是非、この機会に会員の皆様はもとよりご家族・従業員の方も生活習慣病予防のために受診

されますようご案内申し上げます。

７ 28令和
※日程は諸事情により変更となる場合がありますのでご了承ください。

４
※お早めに申込下さい。混雑を避けるため、定員になり次第締切とさせていただきます。

C コース
A・Bコース8：30 受付開始

13：30 受付開始　14：30 受付終了
11：00 受付終了

※C コースは 29 日・30 日の午後のみとなります。

キリトリ線

火7 30 3129

部分は A コースでは診断いたしません

胸部 X 線撮影（デジタル撮影）

4,500
（税込）

胃部 X線撮影 ※デジタル撮影のため精度が各段に高くなりました。

※A コースは、協会けんぽ被保険者（ご本人）のみ受診できます。被扶養者（ご家族）の方は対象外

　となりますのでご注意ください。

5,282 17,800

24,200

9,500

14,200

会員料金

一般料金

18

※じん肺健診・溶接ヒューム健診等特殊健康診断につきましては別途お問合せ下さい。　　※お手数ですが用紙が足りない場合は申込書をコピーしてご対応下さい。

太線内は、全て記入または該当するものに　 をして下さい〇
※定員になり次第、締切とさせていただきます。（第 2 希望も必ず記入下さい。）

三浦商工会議所 FAX：046-881-3346

●お申し込み先 ※締め切り 5 月 30 日（金）令和７年生活習慣病健診申込書

事業所名

フリガナ

担当者名

所 在 地
〒

電　　話

F  A  X

受　診　者　氏　名 生　年　月　日 年　令 健診コース 追 加 希望健診日 番号（1ケタ～） オプション検査 備　考

Aコース希望の事業所は保険証記載の以下を記入

保険者番号（８ケタ）

記　　　号（８ケタ）

Aコースの方
のみ保険証番
号を記入

裏面オプション検査参
照の上受診希望の番号
を〇で囲んでください

Aコースの方で眼底・腹部追加の方〇印

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

大正

昭和

平成
年　　　月　　　日

大正

昭和

平成
年　　　月　　　日

大正

昭和

平成
年　　　月　　　日

大正

昭和

平成
年　　　月　　　日

大正

昭和

平成
年　　　月　　　日

才

才

才

才

才

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

第１希望 第２希望

第１希望 第２希望

第１希望 第２希望

第１希望 第２希望

第１希望 第２希望

１・２・３・４
５・６・７

１・２・３・４
５・６・７

１・２・３・４
５・６・７

１・２・３・４
５・６・７

１・２・３・４
５・６・７



＊受診に際しての注意事項（必ずご確認下さい）

後日請求書が送付されます。請求書に記載
された指定口座にお振り込みください。

今回の健診に関する必要情報につきましては、第三者への漏洩無きよう厳重に管理致します
が、実施に際しまして三浦商工会議所、全国健康保険協会神奈川支部、神奈川県建設連合国
民健康保険組合、健診実施機関はこの情報を共有させて頂いております。何卒ご了承ください。

個人情報保
護について

裏面申込書に必要事項をご記入の上、
FAX にてお申し込み下さい。
お申し込み締め切りは、
までとなります。

5月 30 日（金）

生活習慣病（協会けんぽ）予防健診では、次のような内容を検査します

●診察等 / 問診、視診、触診、聴打診などを行います

●身体計測 / 身長、体重、腹囲、視力、聴力を測ります

●血圧測定 / 循環器系、腎、代謝系などの状態を調べます

●尿検査 / 腎・尿路系や糖代謝の状態を調べます

●便潜血反応検査 / 大腸からの出血を調べます

●血液検査 / 動脈硬化、肝機能、糖代謝、尿酸の代謝、貧

　血などを調べます

●心電図検査 / 心筋梗塞、狭心症、不整脈などを調べます

●胸部 X 線検査 / 肺や気管支を調べます

●胃部 X 線検査 / 食道や胃を調べます

一 般 健 診

健診の種類 検 査 で わ か る こ と 受診対象者年齢・生年月日

被保険者（ご本人）のみ対象

35 歳～ 75 歳未満の方

（　　　　　　　　　　　　）昭和 25 年 4 月 2 日～
平成 3 年 4 月 1 日まで

5,282 円

受診者の費用
負　 担 　額

※健診日に協会けんぽに加入している方が補助対象者となります

　　申込後に健保組合を脱退された方については全額ご負担いただくことになりますのでご注意ください。

※75 才を迎える方は、誕生日
　　 前日までの受診が対象です

健診当日は以下についてご協力をお願いします。

・健診会場、待合スペースでの密を避けるため、受診票に記載された時間を目安に分散しての来場をお願い
　します。（呼出し時間前に来場の場合、入館（室）をお断りし、会館外でお待ちいただくことがございます）
・健診中はマスクの着用をお願いします。（推奨）
・会場への入館・退館時など、アルコール消毒をお願いします。

『令和７年度生活習慣病健診申込書』に必要事項を記入して５月 3０日
（金）までに三浦商工会議所
（FAX046-881-3346）まで FAXして下さい。

①

健診申込みの手続き完了後、受診日の７日前を目安に健診実施機関よ
り受診票および検査容器等が事業所様宛に送付されますので、受診者
に配付して下さい。

②

受診者は、指定された日時に受診するようにしてください。万一、受
診できない場合は、三浦商工会議所へ必ず連絡するようにしてください。③

約３週間後、健診結果が事業所様宛に送付されますので、健診結果を
受診者へ配付してください。（健診結果送付後、別途請求書をお送り致
します。）

④

※協会けんぽへの申込は不要です。

生活習慣病健康診断・協会けんぽ予防健診申込から請求までの流れ 申込書記入の際に再度ご確認下さい

三浦商工会議所、横須賀法人会三浦地区会、
三浦労働基準協会、いづれかの会員ですか？

受診者は協会けんぽ被保険者（本人）ですか？
＊被保険者（ご家族）の方はＡコースは受診で
きません。

B・Cコース
一般料金

B・Cコース
会員料金

Aコース
会員料金

はい

Aコース

はい

いいえ

B・Cコース

いいえ

受診希望日前日の年齢は 35 才以上 75 才未
満ですか？

希望コースは？

はい

いいえ

番号 検 査 項 目 検　査　内　容 料　金
（税込）

１

２

３

４

５

６

７

肺がん検査

前立腺がん腫瘍マーカー

呼吸器系腫瘍マーカー

消化器系腫瘍マーカー

婦人科系腫瘍マーカー

血液による胃部検査

血液による胃部検査

胸部X線直接撮影（背面）

血液検査（PSA）

血液検査（呼吸器系３種セット：CEA・CYFRA・SLX）

血液検査（消化器系３種セット：CEA・AFP・CA19-9）

血液検査（婦人科系３種セット：CEA・CA19-9・CA125）

血液検査（ピロリ菌抗体検査）

血液検査（ペプシノーゲン検査）

1,500 円

3,000 円

3,000 円

3,000 円

3,000 円

2,500 円

4,000 円

オプション検査項目 ※受診希望オプション検査について、裏面申込書オプション検査番号を〇で囲って下さい。



             　　※胸部CT検診は食事制限はありません。食後の受診でも可能です。

＊＊＊CT胸部検診申込書＊＊＊
TEL

事業所名 FAX

所在地 担当者名

                 注）定員40名（お早めに申込ください。混雑を避けるため、定員になり次第締め切ります）

　　　　　　　　痛みもありません。　是非この機会をご利用ください。

通常価格16,500円（税込）のところ、

会員限定特別価格12,000円（税込）
※後日請求書が発行されます。振込にてお支払いください。

受診者氏名

　　　２．ご自身の家系に、がんに罹られた方がいる方
　　　　３．一度もCT胸部検査を受診したことがない方

　　　　　　　　検査は寝たまま短時間（約5分）で精密な検査を行うことが可能で、

　　　　　　　　早期肺ガン、肺結核、気管支拡張症、気胸、胸部大動脈瘤、肺動静脈瘻、

　　　　　      　　 申込人数が20名に満たない場合は中止となりますので、予めご了承ください。

                　　体の内部を詳しく知ることが出来ます。また、ＣＴ装置は通常のレントゲン検査では

　　　１．タバコを吸っている方、過去にタバコを吸われていた方

昭和　・　平成

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女

昭和　・　平成

　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

フリガナ

注）妊娠中、妊娠の可能性があ
る方、ペースメーカーを装着され
ている方は検査をお控えくださ
い。

                　　難しい、早期ガンの発見を可能にした検査機器です。

～三浦商工会議所からのお知らせ～

16列マルチヘリカルCT搭載車で『胸部検診』を実施します！

お申込み先　(三浦商工会議所）
ＦＡＸ：０４６（ ８８１ ）３３４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

＜実施場所・日時＞

2025年7月31日（木）8:30～11:30　三浦商工会議所

生年月日

                　　ＣＴ装置は体の輪切り写真が得られ、小さな病変でも大きさや形状がよく見え、

　　　　　　　　心臓疾患などの病変が発見できる可能性があります。

フリガナ 昭和　・　平成
※申込締切日
2025年　5月　30日　金曜日 まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

フリガナ 昭和　・　平成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

このような方にお勧めします。

●16列マルチヘリカルCT搭載車

●実際のCT撮影画像







《令和 7 年度事業》 

 
 （三浦商工会議所）住宅リフォーム助成制度のご案内 

 「三浦市住宅リフォーム助成制度と連動した上乗せ助成を行います」 

 
 三浦商工会議所では、会員事業所の受注促進を図るとともに、住環境の改善に寄与  

するため、三浦市が実施する住宅リフォーム助成事業（助成金８万円）を利用して   

リフォーム工事を当所会員に発注する交付決定者に対し、会議所が助成金を上乗せ助成

します。 

 

●助成対象 

 助成の対象となるのは、三浦市住宅リフォーム助成金交付（令和 7 年度分）が決定

した案件で、その工事施工者が三浦商工会議所会員であるもの。 

（注：未加入会員の取り扱い） 

 当所非会員が施工するものは本助成制度の対象にはなりません。ただし令和７年度に

入ってリフォーム工事を実施する前に前年度及び当年度の年会費を納入し、新たに会員

となったものは対象となります。 

※工事（見積）を依頼する際に、当所加入状況が不明な場合は、お問合せください。また、 

リフォーム工事の実施時点で非会員であると助成対象となりませんので、ご注意願います。 

 

●助成金額 

助成対象工事額（消費税等を除く） 助成金 

５０万円以上 １万円 

１００万円以上 ２万円 

 

●助成金交付の手続き 

①商工会議所の助成を受けようとする方は、市が発行した交付決定通知書の写し及び 

施工業者の見積書の写しを添付して、商工会議所指定の交付申請書を提出して下さい。 

②商工会議所は、提出書類を審査、確認の上交付決定通知書を申請者に送付します。 

③工事完了後、交付決定者は市に提出した事業成果報告書の写し（市に提出の際に、受

付印押印済を受取ってください）及び領収書の写しを添えて、商工会議所指定の交付

請求書を提出して下さい。 

④商工会議所は、提出書類を審査、確認し、適正と判断したのち、交付申請者の指定 

口座に助成金を振り込みます。 

＊助成対象工事及び対象住宅などの要件は三浦市に準じます。 

☆申請関係書類は商工会議所（本所・支所）で配布いたします。 

 商工会議所 HP からダウンロードもできます。 

https://www.miura-cci.com/membership/item-000009.html 

お問合せ：三浦商工会議所 管理課 TEL０４６－８８１－５１１１ 

https://www.miura-cci.com/membership/item-000009.html


三浦商工会議所住宅リフォーム助成金交付規程 

 
（目的及び趣旨） 
第１条 当所会員事業所の振興発展及び受注促進を図り、また結果的に三浦市の人口減少の抑

制に寄与するとともに、併せて当会議所の新会員獲得、当所組織率の向上を図ることを目的

として、三浦市が実施する住宅リフォーム助成金交付決定者に対し、助成金を交付する。 
（助成対象） 
第２条 助成の対象となるのは、三浦市住宅リフォーム助成金交付決定者が発注した施工業者

が、次の各号にいずれかに該当する者とする。 
（1）交付決定日現在において当所会員事業所で、会費を延滞なく完納していること 

（2）交付決定日現在において当所非会員の場合は、前年度及び当該年度の会費を納入し、新

たに会員となったもの 
（助成金の額） 
第３条 助成金の額は以下のとおりとする 

助成対象工事額（消費税等を除く） 助成金 
５０万円以上 １万円 

１００万円以上 ２万円 
（助成金の申請） 
第４条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という）は、当所が定める交付申請書（様

式１号）に、三浦市様式の三浦市住宅リフォーム助成金交付決定通知書の写し及び見積書の

写しを添付し、会頭に提出しなければならない。 
（助成金の交付決定の通知） 
第５条 会頭は、前条の書類を審査し、助成金交付の適否及び助成金額を決定したときは、交

付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知しなければならない。 
（請 求） 
第６条 申請者は、交付請求書（様式３号）に三浦市に提出した実績報告書の写し及び領収書

の写しを添付し、助成金の交付を請求するものとする。 
（助成金の交付） 
第７条 会頭は、前条の書類を審査し適正と認めたときは、速やかに交付決定者が指定する金

融機関の預金口座に振込の方法で助成金を交付する。 
（助成金の返還） 
第８条 三浦市から助成金の返還を命じられたときは、本助成金も速やかに返還しなければな

らない。 
（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、リフォーム助成に必要な事項は、会頭が別に定める。 

附  則 
（実施の時期） 
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
この規定は、平成３０年６月１日に一部改正を行う。 



はじめてで
も大丈夫！

補 助 金 申 請 を ” 落 ち に く く ”
す る 事 業 計 画 作 成 の コ ツ

参加費
無料

2025年

５／２３（金）
 １６：００～１７：００
会場 三浦商工会議所

小規模事業者持続化補助金の概要や事業計画
書作成のポイントをわかりやすく説明します。

受講申込書 ※切り取らずに三浦商工会議所あてFAXでお申込み下さい。

住所事業所名

電話

氏名

フリガナ

申込日

性別

年   月  日

男性 ・  女性

セミナー内容

講 師 三浦商工会議所経営指導員

定 員 ３０名

申込方法 FAXかE-mail で三浦商工会議所までお申込みください。

E-mail  miuraccikosyukai@gmail.com

主 催 三浦商工会議所

問合せ先 中小企業相談所 TEL：046-881-5111 FAX：046-881-3346

■小規模事業者持続化補助金（販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度）

・補助上限 ①一般型 ５０万円 ②創業型 ２００万円
・インボイス特例対象者は、５０万円の上乗せ
・賃金引上げ特例対象者は、１５０万円の上乗せ ※一般型のみ

・上記特例要件をともに満たす場合は、２００万円上乗せ ※一般型のみ

補助率 ２／３ （賃金引上げ特例のうち赤字事業者は３／４）

興味関心 持続化補助金 ・ 生産性向上補助金 ・ デジタル化支援補助金 ・ その他（    ）







人手不足や業務の効率化、新たなビジネスチャンスの創出など
デジタル化で実現できるチャンスがきっとあります！
補助金を活用し、まずは一歩を踏み出してみませんか？

小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金
神奈川県があなたのデジタル化を支援します！

令和７年度

公 募 期 間
令和 � 年 � 月 ２ 日（水）午前 � 時から
令和 � 年 � 月 �� 日（火）午後 � 時まで

※予算に達し次第受付を終了します

神奈川県産業労働局 中小企業支援課補助金班
受付時間：平日 � 時から �� 時まで／ �� 時から �� 時まで
電話番号：���-����-���� ／ ���-����-���� ／ ���-����-����
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf�/shokibo_digital/r�.html

HP の立ち上げ
ネットショップの開設

勤怠管理
システムの導入

キャッシュレス決済や
POS システムを導入

会計ソフトと
パソコンの導入

こんなときに
使えます！

まずは相談してみよう！

補助上限
補助率　�/�（以内）

対象者　小規模事業者 等

��万円

お問合せはこちらから

この機会にこの機会に

踏み出してみませんか？踏み出してみませんか？
デジタル化デジタル化

（例　商業・サービス業であれば従業員 �人以下の事業者）

神奈川県  小規模デジタル 検 索



どんなときに使える補助制度なんだろう？

業種特有（飲食業）

経理業務

営業業務

労務管理業務

その他の業務

セルフオーダーシステムを導入して、業務を効率化したい

会計ソフトとパソコンを購入して、集計時間を削減したい

HP の作成やネットショップを開設し、新たな顧客を獲得したい

顧客管理システムや自動メール送信システムを導入して

タイムリーにアプローチしたい

勤怠管理システムを導入して、出退勤管理を自動化したい

RPA ツールを導入して、効率化したい

導入例

事前相談について

支払いまでの流れ

その他の相談先は県ホームページをご確認ください。

公益財団法人神奈川産業振興センター
TEL ���-���-����（受付時間  平日�時から��時まで）

詳しくは、県ホームページ掲載の公募要領をご確認ください。

[ 事前相談の問合せ先 ]

申請に際しては、公益財団法人神奈川産業振興センター、神奈川県中小企業
団体中央会、各商工会、商工会議所等で事前相談を受ける必要があります。
相談を希望される方は、公益財団法人神奈川産業振興センター等、各機関に
直接お問い合わせください。

県ホームページ
に計画例を

掲載しています

交付決定
通知書が届く事前相談 交付申請

補助金を
交付

（振込み）

審 査

審 査
START

実績報告書類
を提出

補助事業に
着手

（発注・契約・登録・申込等）

事業の完了
（納品・工事完了等

及び支払い）
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